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大学間協定留学に関するデータ

1.2014～2018年度大学間協定留学応募状況：学内選考合格者の所属学部・研究科
※･留学先国・地域ごとに，のべ合格者数が多い順に掲載しています。

国・地域 協定校
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部

経
営
学
部

情
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究
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究
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究
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ン
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究
科

政
治
経
済
学
研
究
科

総　

計

アメリカ

ネブラスカ大学オマハ校 1 2 2 1 1 9 16
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（交換型） 3 2 9 14
ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 1 1 1 7 10
ジョージア大学 1 1 6 8
アイオワ大学 1 2 4 7
オレゴン大学 1 1 2 2 6
ノースイースタン大学 1 1 2 1 5
サザンイリノイ大学カーボンデール校 1 3 4
テンプル大学 1 1 1 1 4
メンフィス大学 2 2
南ユタ大学（交換型） 1 1 2
ノーザン州立大学 2 2
サンフランシスコ州立大学 2 2
ニューヨーク州立大学バッファロー校 2 2
アラバマ大学 1 1

アメリカ 
（授業料負担型）

カリフォルニア州立大学フラトン校（授業料負担型） 1 4 3 5 2 1 1 7 24
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（授業料負担型） 5 1 2 8
カリフォルニア大学デービス校（授業料負担型） 1 1 1 3 6
ミネソタ州立大学モアヘッド校（授業料負担型） 2 1 3
メンフィス大学（授業料負担型） 1 2 3
南ユタ大学（授業料負担型） 3 2
カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 ( 授業負担型） 1 1

イギリス
マンチェスター大学 1 1 2 1 5
シェフィールド大学 1 1 2 4
イーストアングリア大学 1 1

イタリア ヴェネツィア大学 1 10 11

オーストラリア

アデレード大学 2 3 5
西シドニー大学 1 1 1 2 5
シドニー工科大学 1 1 2
マッコーリー大学 1 1 2
ニューサウスウェールズ大学 1 1

オーストリア ウィーン大学 1 5 1 1 2 10
オランダ ライデン大学 1 1

カナダ
アルバータ大学 1 1 1 1 4
ヨーク大学 1 2 3
モントリオール大学 1 1

シンガポール シンガポール経営大学 1 1

スウェーデン セーデルトーン大学 2 3 1 5 11
リンシェーピン大学 1 1 3 5

スペイン サラマンカ大学 1 1 2
バレンシア大学 1 1 2

ドイツ
ハインリッヒ・ハイネ大学（デュッセルドルフ大学） 2 1 2 5
フリードリヒ・シラー・イエナ大学 3 3
ジーゲン大学 1 1

トルコ 中東工科大学 1 1 2
ノルウェー インランドノルウェー応用科学大学（旧リレハンメル大学） 2 1 4 7
ハンガリー エトヴェシュ・ロラーンド大学 4 4
フィリピン フィリピン大学ディリマン校 3 3

フランス

リヨン政治学院 1 6 7
リヨン第三大学 2 3 1 6
ヴェルサイユ大学 1 1 1 3
エクス・マルセイユ大学 1 1 2
ストラスブール大学 1 1 2
パリ第三大学ソルボンヌ・ヌーヴェル 1 1 2
パリディドロ（パリ第７大学） 1 1
パリ第三大学 1 1
フランス国立東洋言語文化研究学院 (INALCO) 1 1

ブルガリア ソフィア大学 1 1
ポーランド ウッジ大学 1 2 4 7

ベトナム
ハノイ大学 1 1
ハノイ貿易大学 1 1
ベトナム国家大学ハノイ外国語大学 1 1

マレーシア
マラヤ大学 2 1 1 4
マレーシア科学大学 2 1 3
マレーシア工科大学 1 1

リトアニア ミーコラス・ロメリス大学 1 1 2

ロシア プレハーノフ経済大学 1 1 2
国立経営大学 1 1

韓国

高麗大学 1 1 2 4
漢陽大学 2 1 3
西江大学 2 2
梨花女子大学 2 2
国立忠北大学 1 1
慶熙大学 1 1

中国

北京大学 1 1 1 1 4
華東師範大学 1 2 1 4
上海交通大学 1 1 2
深圳大学 1 1
南京大学 1 1

香港 香港中文大学 1 1

台湾 国立台湾大学 1 1 1 2 2 7
国立政治大学 1 1
総計 21 44 31 39 9 3 16 15 132 0 1 2 2 2 1 318
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大学間協定留学に関するデータ
2.2014～2018年度大学間協定留学応募状況：第1志望応募者数と学内選考結果一覧
※2014～2018年度に第1志望として応募があった協定校の情報のみ掲載しています（2014～2018年度の第1志望応募者合計数が多い順）。

協定校

2014 2015 2016 2017 2018 総計
第
１
志
望
応
募
数

合
格

最
終
合
格
者
数

第
１
志
望
応
募
数

合
格

最
終
合
格
者
数

第
１
志
望
応
募
数

合
格

最
終
合
格
者
数

第
１
志
望
応
募
数

合
格

最
終
合
格
者
数

第
１
志
望
応
募
数

合
格

最
終
合
格
者
数

第
１
志
望
応
募
数

合
格

最
終
合
格
者
数

注2 注3 注4 注2 注3 注4 注2 注3 注4 注2 注3 注4 注2 注3 注4 注2 注3 注4
オレゴン大学 11 1 2 12 1 1 16 1 1 11 1 3 1 53 3 6
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（交換型） 16 3 3 14 6 11 30 9 14
セーデルトーン大学 1 1 1 6 2 2 7 2 2 10 3 4 4 2 2 28 10 11
ヨーク大学 3 1 1 1 9 1 1 14 1 1 27 3 3
サザンイリノイ大学カーボンデール校 6 1 1 8 1 1 5 1 5 1 1 24 3 4
ネブラスカ大学オマハ校 4 1 2 7 1 2 4 1 2 4 4 5 4 6 24 7 16
ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 4 2 2 4 2 2 5 1 2 2 2 2 5 2 2 20 9 10
カリフォルニア州立大学フラトン校（授業料負担型） 5 5 10 7 4 8 4 4 5 1 16 13 24
リンシェーピン大学 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 4 1 13 4 5
ヴェネツィア大学 1 1 1 5 4 4 4 2 2 1 1 2 1 2 12 8 11
ジョージア大学 1 1 2 3 2 2 1 1 6 3 3 11 6 8
サンフランシスコ州立大学 10 2 2 10 2 2
国立台湾大学 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 9 7 7
アデレード大学 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 8 5 5
ウィーン大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 4 8 7 10
西シドニー大学 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 8 4 5
リヨン第三大学 3 3 3 1 1 1 2 2 2 6 6 6
エトヴェシュ・ロラーンド大学 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 6 3 4
シンガポール経営大学 5 1 1 1 6 1 1
アイオワ大学 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 6 4 7
マンチェスター大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 6 4 5
高麗大学 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4
アラバマ大学 5 1 1 5 1 1
ニューサウスウェールズ大学 4 1 1 1 5 1 1
ノースイースタン大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5
ハインリッヒ・ハイネ大学（デュッセルドルフ大学） 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 4 5
アルバータ大学 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 3 4
上海交通大学 3 2 2 1 4 2 2
カリフォルニア大学デービス校（授業料負担型） 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 4 3 6
シェフィールド大学 1 1 1 2 3 4 4
メンフィス大学 1 1 1 3 1 1 4 2 2
北京大学 2 2 2 2 2 2 4 4 4
ヴェルサイユ大学 2 2 2 1 1 1 1 4 3 3
テンプル大学 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4
フィリピン大学ディリマン校 2 1 1 2 2 4 1 3
ウッジ大学 1 3 3 7 4 3 7
マラヤ大学 1 1 1 3 3 3 4 4 4
香港中文大学 1 1 1 1 1 3 1 1
漢陽大学 3 3 3 3 3 3
華東師範大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4
サラマンカ大学 2 1 1 1 1 1 3 2 2
リヨン政治学院 1 1 2 1 2 1 1 3 3 2 7
インランドノルウェー応用科学大学（旧リレハンメル大学） 2 1 2 3 1 1 2 3 2 7
フリードリヒ・シラー・イエナ大学 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
イーストアングリア大学 1 1 1 1 2 1 1
ジーゲン大学 2 1 1 2 1 1
パリ第三大学ソルボンヌ・ヌーヴェル 1 1 2 1 1 2 1 3
プレハーノフ経済大学 2 2 2 2
マッコーリー大学 1 1 1 1 1 1 2 2 2
マレーシア科学大学 1 1 1 1 1 2 2 2 3
ミーコラス・ロメリス大学 2 1 1 1 2 1 2
モントリオール大学 1 1 1 1 2 1 1
西江大学 2 2 2 2 2 2
梨花女子大学 2 2 2 2 2 2
エクス・マルセイユ大学 1 1 1 1 1 1 2 2 2
バレンシア大学 1 1 1 1 1 1 2 2 2
中東工科大学 2 2 2 2 2 2
ノーザン州立大学 2 2 2 2
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（授業料負担型） 1 1 5 3 1 1 8
ストラスブール大学 1 1 1 1 1 1 2
ソフィア大学 1 1 1 1 1 1
チューリッヒ大学 1 1
ニューヨーク州立大学バッファロー校 1 1 1 1 1 1 2
ハノイ貿易大学 1 1 1 1 1 1
パリ・ディドロ（パリ第七）大学 1 1 1 1
フランス国立東洋言語文化研究学院 1 1 1 1 1 1
ライデン大学 1 1 1 1 1 1
国立忠北大学 1 1 1 1 1 1
シドニー工科大学 1 1 1 1 1 1
国立経営大学 1 1 1 1 1 1
深圳大学 1 1 1 1 1 1
慶熙大学 1 1 1 1 1 1
ミズーリ州立大学
サンシャインコースト大学
ベオグラード大学
ランス大学
南ユタ大学 1 1 1 3
南京大学 1 1
国立政治大学 1 1
ベトナム国家大学ハノイ外国語大学 1 1
カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 1 1
アデレード大学（授業料負担型）
総計 73 34 41 82 41 53 92 42 56 96 38 62 119 53 94 462 208 306

注1：協定校の内，2014～2018年度に第1志望として応募者があった協定校のみ掲載。「0」の場合は当該年度の募集が無かったことを意味します。なお，年度により募集人数は異なります。
注2：当該大学を第1志望として応募した学生数です。注3：当該大学を第1志望として応募した学生の内，学内選考で合格した学生数です（合格後の辞退者は含みません）。
注4：当該年度の学内選考最終合格者数（第2～5志望及び再募集を含む全ての選考終了後の学内選考合格者数のため，第1志望応募者よりも多くなる場合があります）。

0635213 v01 ●明治大学_海外留学の手引き2018.indb   71 2018/03/12   17:24:48



72

3.大学間協定留学応募状況：応募者数・学内選考合格者数
［参考］･2017年度実施学内選考：協定留学志願者数・合格者数（2018年度派遣予定者）
※･志望者数は全て、一次募集での志望校を基準に集計しています（第一志望の応募者の多い順)。
※･合格者数には二次募集で合格した方も含まれているため、志望者数より合格者数が多い表記となっている場合があります。

国・地域 協定校
第
一
志
望

第
二
志
望

第
三
志
望

第
四
志
望

第
五
志
望

合
格
者

アメリカ

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（交換型） 11 11 8 3 1 11
ネブラスカ大学オマハ校 5 5 2 6 2 6
ジョージア大学 6 1 3 3
アイオワ大学 2 2 2 1 2 3
ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 5 4 2 2
テンプル大学 2 2 2 2
ノーザン州立大学（交換型） 2 4 4 3 4 2
サンフランシスコ州立大学 10 9 8 1 2 2
オレゴン大学 3 10 5 5 1
ノースイースタン大学 1 1
サザンイリノイ大学カーボンデール校 5 2 3 1
南ユタ大学（交換型） 5 1 1
ニューヨーク州立大学バッファロー校 1 1 1 1

アメリカ 
（授業料負担型）

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（授業料負担型） 2 1 2 3
カリフォルニア州立大学フラトン校（授業料負担型） 1 2 1
カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 ( 授業負担型） 1
カリフォルニア大学デービス校（授業料負担型）
ミネソタ州立大学モアヘッド校（授業料負担型） 2
ノーザン州立大学（授業料負担型） 1
メンフィス大学（授業料負担型）
テンプル大学（授業料負担型） 1
南ユタ大学（授業料負担型）

イギリス
シェフィールド大学 2 3 1 3
マンチェスター大学 3 1
イーストアングリア大学

イタリア ヴェネツィア大学 2 3 2 1 2

オーストラリア

西シドニー大学 6 2
シドニー工科大学 1 1
アデレード大学（授業料負担型） 1 1
アデレード大学（交換型） 1
マッコーリー大学 2
ニューサウスウェールズ大学

オーストリア ウィーン大学 3 1 1 1 4
オランダ ライデン大学 1

カナダ
アルバータ大学 1
ヨーク大学 14 5 4 2 1
モントリオール大学

シンガポール シンガポール経営大学

スウェーデン セーデルトーン大学 4 6 3 1 2
リンシェーピン大学 4 1 2 1 1 1

スペイン サラマンカ大学 1 1 1
バレンシア大学 1 1

ドイツ
ハインリッヒ・ハイネ大学（デュッセルドルフ大学） 1 1
フリードリヒ・シラー・イエナ大学
ジーゲン大学

トルコ 中東工科大学 2 2
ノルウェー インランドノルウェー応用科学大学（旧リレハンメル大学） 1 2 1 2
ハンガリー エトヴェシュ・ロラーンド大学
フィリピン フィリピン大学ディリマン校 2 1 2

フランス

リヨン政治学院 1 1 3
ヴェルサイユ大学 1 1
エクス・マルセイユ大学 1 1
ストラスブール大学 1 2 1
フランス国立東洋言語文化研究学院 (INALCO) 1 1
リヨン第三大学 1 1
パリ第三大学ソルボンヌ・ヌーヴェル
パリディドロ（パリ第７大学）
パリ第三大学 1

ブルガリア ソフィア大学
ベルギー リエージュ大学 2 1

ポーランド ウッジ大学 3 2 2 2 7

ベトナム
ベトナム国家大学ハノイ外国語大学 1 1
ハノイ大学 1
ハノイ貿易大学

マレーシア
マラヤ大学 3 3
マレーシア科学大学
マレーシア工科大学

リトアニア ミーコラス・ロメリス大学 2 1 1 1

ロシア 国立経営大学 1 1
プレハーノフ経済大学

韓国

慶熙大学 1 1
高麗大学
漢陽大学 1
西江大学
梨花女子大学
仁荷大学 1
国立忠北大学

中国

華東師範大学 1 1 1
深圳大学 1 1
南京大学 1 1
北京大学
上海交通大学 1 1
中央財経大学 1
中国人民大学 1
中央民族大学 1

香港 香港中文大学 1

台湾
国立台湾大学 3 2
国立政治大学 2 1 1
中国文化大学 1
総計 119 95 70 35 24 94
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REGULATIONS

明治大学学生外国留学に関する規程●（抜粋）

趣旨

第1条

この規程は、明治大学学則（以下｢学則｣という。）第28条の2第6項、
明治大学大学院学則（以下｢大学院学則｣という。）第43条の4第6項
及び明治大学専門職大学院学則（以下｢専門職大学院学則｣という。）･
第43条第6項の規定に基づき、学生の外国留学（以下｢留学｣という。）
について必要な事項を定める。

定義

第2条

この規程での留学とは、当該教授会又は当該研究科委員会（以下｢教授
会等｣という。）の許可を得て、外国の高等教育機関又は研究機関（以下
｢高等教育機関等｣という。）において、明治大学（以下｢本大学｣とい
う。）の定める1学期相当以上の期間に授業科目を履修し、又は研究指
導を受けることをいう。
2･留学の形態については、次の各号に定めるものとする。
　（1）･協定留学
　･ア･ 本大学と外国の高等教育機関等との協定に基づき、留学するもの。
　･イ･ ･学部又は研究科と外国の高等教育機関等との協定に基づき、留

学するもの。
　（2）･認定留学
･ ･前号の各細目によらない留学で、教授会等の議を経て学長が特

に認めるもの。

留学対象機関等

第3条

学生が留学できる外国の高等教育機関等は、次の各号のいずれかに該
当するものとする。
（1）･学士号又は学位の授与権を有する高等教育機関等
（2）･教授会等が前号に準ずるものと認定した高等教育機関等
2･･学生が留学できる教育課程は、前項各号に定める高等教育機関等が
設置し、かつ教授会等が認める課程とする。

出願資格

第4条

学部学生は、本大学に1年以上在学し、所属学部教授会の定める留学
許可に必要な単位数を修得していなければならない。
2･･大学院学生は、指導教員（指導教員のいない専門職大学院の学生に
ついては専攻主任とする。以下同じ。）の許可を得なければならない。

出願手続

第5条

留学を願い出る者は、次の各号に掲げるものを所属学部長又は研究科
長（以下｢学部長等｣という。）に提出しなければならない。
（1）･留学願
（2）･履修（研究）計画書
（3）･留学予定の高等教育機関等の入学許可書又は受入許可書
（4）･留学予定の高等教育機関等の便覧、講義要項又はそれに準ずるもの
（5）･留学に係わる資金計画書
（6）･その他学部長等の指定するもの
2･･前項各号に定めるもののほか、学部学生については語学能力証明
書、保証人の留学同意書及び成績証明書、大学院学生については、
指導教員の推薦書を提出しなければならない。

留学許可後の手続

第6条

留学を許可された学生は、留学予定の高等教育機関等において履修し
ようとする授業科目について、事前に教授会等の許可を得るものとする。
2･･前項のほか、本大学が指定する留学中の危機管理に関する必要な手
続を執らなければならない。

帰国報告

第7条

留学を終了し、帰国した学生は、次の各号に掲げるものを遅滞なく学部
長等に提出しなければならない。
（1）･帰国報告届
（2）･単位（研究指導）認定願
（3）･留学した高等教育機関等の成績証明書又はそれに準ずるもの
（4）･･留学した高等教育機関等の履修科目の時間数及び単位数を証明

する書類
（5）･その他学部長等があらかじめ提出を指定した書類

単位等の認定

第8条

教授会等は、学生が留学によって修得した単位の全部又は一部を、学
則第28条の2第5項、大学院学則第43条の4第4項又は専門職大学院
学則第43条第4項によって、本大学所定の単位として認定することがで
きる。
2･･修得単位の認定は、前条の提出書類によるほか、面接試問又は筆記
試験によって行うことができる。

3･･修得単位は、原則として学則第19条、大学院学則第23条第4項及び
専門職大学院学則第25条第3項に基づき、本大学所定の単位数に換
算することができる。

4･･研究指導の認定は、留学した高等教育機関等の担当者が発行する研
究指導経過報告書によって行う。

授業科目履修の特例

第9条

学生が学年暦の国際的差異によって本大学の通年の授業科目を履修
することに支障がある場合、当該授業科目の出国年度の春学期におけ
る履修と帰国年度の秋学期における履修を継続し、通年で履修したも
のとすることができる。
2･･前項に定める継続履修をしようとする者は、授業科目の継続履修願
を事前に学部長等に提出しなければならない。

3･第1項の継続履修ができない場合は、教授会等がその措置を決定する。

助成

第10条

留学する者には、所要経費の一部を給付することができる。
2･前項の給付に関する事項は、別に定める。

留学許可の取消し

第11条

留学生としての在留資格を喪失した者又は学則第66条、大学院学則第
62条若しくは専門職大学院学則第65条に該当する者については、教授
会等の議を経て留学許可を取り消すことがある。

学生交流協定

第12条

第2条第2項第1号各細目に定める留学については、この規程によるも
ののほか、本大学又は学部若しくは研究科と外国の高等教育機関等が
締結した学生交流協定によるものとする。

事務

第13条

学生の留学に関する事務は、国際連携部国際教育事務室、教務事務部
各事務室（教務事務室、和泉教務事務室及び資格課程事務室を除く。）
及び中野キャンパス事務部中野教育研究支援事務室が行う。

規程の改廃

第14条

この規程を改廃するときは、国際連携機構会議の議を経なければならない。
　附･則
　（略）
　附･則
この規程は、2018年（平成30年）4月1日から施行する。
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